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評
価
制
度
を
改
革
し�

　
　
成
果
主
義
を
徹
底
す
る
メ
ガ
バ
ン
ク�

金
融
界
で
も
成
果
主
義
型
人
事
制
度
が
主
流
と
な
り
つ
つ
あ
り
、
制
度
の
運
用
や
管
理
職

の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
力
の
向
上
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
評
価
や
処
遇
に
つ
い
て
納

得
性
・
公
平
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
新
人
事
制
度
の
狙
い
と
す
る
組
織
・
人
材
の
活
性
化

を
も
た
ら
し
、
再
生
後
の
積
極
化
戦
略
を
支
え
る
こ
と
に
な
る
。�

地
域
金
融
機
関
も
「
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
」
の
採
用
へ�

金
融
人
事
問
題
評
論
家�

　
稲
葉
　
　
洋�

メ
ガ
バ
ン
ク
に
お
け
る

評
価
制
度
の
構
築

メ
ガ
バ
ン
ク
は
、
お
お
む
ね
〇
〇

年
前
後
ま
で
に
成
果
主
義
型
の
制
度

に
全
面
改
定
し
、
そ
の
後
は
必
要
な

手
直
し
を
継
続
し
て
行
っ
て
い
る
。

現
在
は
現
行
制
度
の
定
着
に
注
力
し

て
い
る
段
階
と
い
え
よ
う
。
改
定
後

の
評
価
制
度
の
内
容
に
つ
い
て
は
次

の
三
点
が
共
通
す
る
。

目
標
管
理
の
徹
底

業
績
評
価
制
度
の
改
革
は
目
標
管

理
の
再
構
築
が
ベ
ー
ス
と
な
っ
て
お

り
、
従
来
の
制
度
と
の
違
い
と
し

て
、
次
の
三
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。

第
一
は
、「
組
織
目
標
の
達
成
」

で
あ
る
。
旧
制
度
の
も
と
で
は
�
考

課
�
の
側
面
が
強
く
意
識
さ
れ
、
組

織
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
管
理
手

法
と
し
て
の
認
識
が
薄
か
っ
た
が
、

新
制
度
で
は
後
者
の
目
的
も
重
視
さ

れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
Ａ
行
で
は

「
組
織
目
標
と
個
人
目
標
の
連
動
」

金
融
機
関
に
お
け
る
人
事
制
度
の
改
革
が
進
行
し
て
い
る
。
メ
ガ
バ
ン
ク
は
、
各
行
と
も
成
果
主
義
の
徹

底
を
目
指
し
た
制
度
へ
の
切
替
え
を
ほ
ぼ
終
え
た
。
一
方
、
地
域
金
融
機
関
で
は
、「
す
で
に
制
度
全
体

を
成
果
主
義
型
に
切
り
替
え
た
グ
ル
ー
プ
」
と
「
基
本
的
に
制
度
改
革
を
行
っ
て
い
な
い
グ
ル
ー
プ
」
と

に
区
分
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
人
事
制
度
の
な
か
の
「
評
価
制
度
」
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
の
特
徴
を
概
観

す
る
。
な
お
、
給
与
制
度
や
能
力
開
発
制
度
に
つ
い
て
は
関
連
す
る
範
囲
で
言
及
す
る
。
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役
割
・
職
務
給
の
導
入
進
む

〇
三
年
調
査
で
ま
ず
目
を
引
く
の

は
「
役
割
、
職
責
あ
る
い
は
職
務
の

価
値
を
反
映
し
た
賃
金
（
以
下
、
役

割
・
職
務
給
）」
の
導
入
が
急
速
に

進
み
つ
つ
あ
る
点
で
あ
ろ
う
。
管
理

職
層
に
つ
い
て
み
る
と
、
九
九
年
調

査
時
点
で
は
二
割
強
（
二
一
・
一

％
）
の
導
入
率
で
あ
っ
た
が
、
〇
三

年
調
査
で
は
過
半
数
（
五
三
・
四

％
）
に
達
し
て
い
る
。
ま
た
、
非
管

理
職
層
に
つ
い
て
も
九
九
年
調
査
で

は
一
七
・
七
％
で
あ
っ
た
が
〇
三
年

調
査
で
は
二
倍
近
い
三
四
・
三
％
に

増
加
し
て
い
る
。

そ
の
一
方
で
、
能
力
主
義
的
人
事

制
度
と
し
て
七
〇
年
代
以
降
多
く
の

企
業
で
導
入
・
運
用
さ
れ
て
き
た

「
職
能
給
（
職
能
資
格
制
度
を
も
と

に
し
た
職
務
遂
行
能
力
反
映
賃

金
）」
に
つ
い
て
は
、
管
理
職
層
お

よ
び
非
管
理
職
層
と
も
に
こ
こ
数
年

減
少
傾
向
に
あ
る
。
管
理
職
層
で

は
、
九
九
年
調
査
時
点
で
は
約
八
割

（
八
〇
・
八
％
）
で
あ
っ
た
が
、
〇

三
年
調
査
で
は
約
六
割
（
六
〇
・
六

％
）
へ
と
二
〇
ポ
イ
ン
ト

減
少
し
た
。
ま

た
、
非
管
理
職
層
に
つ
い
て
も
同
様

に
九
九
年
調
査
時
点
で
は
八
五
・
二

％
で
あ
っ
た
が
、
〇
三
年
調
査
で
は

六
九
・
三
％
へ
と
一
六
ポ
イ
ン
ト

減
少
し
て

い
る
。

次
に
、
基
本
給
に
お
け
る
役
割
給

と
職
能
給
と
の
併
用
状
況
を
み
る

と
、
管
理
職
層
で
職
能
給
の
み
導
入

と
い
う
企
業
は
約
三
割
（
三
一
・
一

％
）、
職
能
給
と
役
割
給
を
併
用
し

て
い
る
企
業
も
同
じ
く
約
三
割
（
二

九
・
五
％
）、
役
割
給
の
み
導
入
し

て
い
る
企
業
は
二
割
強
（
二
三
・
九

％
）
と
な
る
な
ど
、
企
業
に
よ
っ
て

ば
ら
つ
き
が
み
ら
れ
る
（
第
１
図
）

（
た
だ
し
本
調
査
で
は
、
こ
れ
以
外

の
賃
金
、
た
と
え
ば
年
齢
給
や
成
果

給
等
の
導
入
状
況
は
尋
ね
て
お
ら

ず
、
こ
う
い
っ
た
賃
金
を
別
途
導
入

し
て
い
る
可
能
性
は
あ
る
）。

一
方
、
非
管
理
職
層
で
は
職
能
給

の
み
導
入
と
い
う
企
業
が
約
五
割

（
四
九
・
八
％
）
と
過
半
数
近
く
を

占
め
て
お
り
、
職
能
給
と
役
割
給
を

併
用
し
て
い
る
企
業
が
約
二
割
（
一

九
・
五
％
）、
役
割
給
の
み
導
入
し

て
い
る
と
い
う
企
業
が
一
四
・
七
％

と
な
っ
て
お
り
、
非
管
理
職
層
で
は

依
然
と
し
て
職
能
給
が
主
流
と
い
え

る
。
し
か
し
、
キ
ヤ
ノ
ン
や
武
田
薬

品
な
ど
の
よ
う
に
、
非
管
理
職
層
の

賃
金
を
職
務
給
に
一
本
化
す
る
企
業

や
非
管
理
職
層
の
一
部
（
主
任
ク
ラ

ス
）
に
導
入
す
る
企
業
な
ど
も
徐
々

に
増
え
て
き
て
お
り
、
今
後
は
管
理

職
層
同
様
に
さ
ま
ざ
ま
な
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
が
出
て
く
る
も
の
と
思
わ
れ

る
。加

速
す
る
定
昇
制
度
の

廃
止
・
見
直
し

社
会
経
済
生
産
性
本
部
で
は
九
六
年
か
ら
毎
年
、
全
上
場
企
業
を
対
象
に
「
日
本
的
人
事
制
度
の
変
容
に
関
す

る
調
査
」
を
実
施
し
て
い
る
。
〇
三
年
実
施
の
調
査
（
以
下
、
〇
三
年
調
査
）
は
、
そ
の
第
七
回
目
（
回
答
企

業
二
五
一
社
、
回
収
率
は
九
・
七
％
）
に
あ
た
る
。
本
調
査
は
賃
金
・
賞
与
制
度
、
採
用
の
動
向
、
キ
ャ
リ
ア

開
発
支
援
、
評
価
制
度
、
柔
軟
な
働
き
方
へ
の
対
応
、
福
利
厚
生
・
退
職
金
制
度
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る

が
、
本
稿
で
は
と
く
に
評
価
・
処
遇
制
度
お
よ
び
キ
ャ
リ
ア
開
発
支
援
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
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